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(57)【要約】
【課題】投下及び回収の手間がなく、水中の水温を検出
可能な新たな方式の水温検出装置を提供する。
【解決手段】水温検出装置１は、振動子３２と、光源３
１と、光検出器３３と、伝搬速度算出部１１と、水温算
出部１２と、を備える。振動子３２は、水中へ音波を送
信する。光源３１は、水中へ光を照射する。光検出器３
３は、光源３１によって照射された光の散乱光が、振動
子３２によって送信された音波が伝搬する領域を通過す
ることで屈折した光である屈折光を少なくとも検出する
。伝搬速度算出部１１は、光検出器３３から検出結果が
入力され、屈折光が検出される位置の変化に基づいて、
振動子３２が送信した音波の伝搬速度を算出する。水温
算出部１２は、伝搬速度算出部１１が算出した伝搬速度
に基づいて水温を算出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水中へ音波を送信する振動子と、
　水中へ光を照射する光源と、
　前記光源によって照射された光の散乱光が、前記振動子によって送信された音波が伝搬
する領域を通過することで屈折した光である屈折光を少なくとも検出する光検出器と、
　前記光検出器から検出結果が入力され、前記屈折光が検出される位置の変化に基づいて
、前記振動子が送信した音波の伝搬速度を算出する伝搬速度算出部と、
　前記伝搬速度算出部が算出した前記伝搬速度に基づいて水温を算出する水温算出部と、
を備えることを特徴とする水温検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の水温検出装置であって、
　前記伝搬速度算出部は、水深毎に前記伝搬速度を算出し、
　前記水温算出部は、水深毎の水温を算出することを特徴とする水温検出装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の水温検出装置であって、
　前記水温算出部は、外部に配置され、所定の深度の水温を検出する第２水温検出装置が
検出した水温を取得し、当該水温を基準として、水深毎の水温を算出することを特徴とす
る水温検出装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の水温検出装置であって、
　前記水温算出部は、外部に配置され、水深毎の水温を算出する第３水温検出装置が検出
した水温を取得し、
　前記第３水温検出装置は、送信用振動子が送信した音波の反射波を、当該送信用振動子
とは離れて配置された受信用振動子で受信することで、音速を求めて水深毎の水温を検出
し、
　前記水温算出部が算出した水深毎の水温に基づいて、前記第３水温検出装置が検出した
水深毎の水温を補正することを特徴とする水温検出装置。
【請求項５】
　請求項１から４までの何れか一項に記載の水温検出装置であって、
　前記振動子、前記光源、及び前記光検出器は、並べて配置されており、
　前記光源と前記光検出器との間に前記振動子が配置されていることを特徴とする水温検
出装置。
【請求項６】
　請求項１から５までの何れか一項に記載の水温検出装置であって、
　前記振動子が音波を１回送信する毎に、所定のタイミングで前記光源が光を複数回照射
することを特徴とする水温検出装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の水温検出装置であって、
　前記光検出器は、前記光源が光を複数回照射する間、光を検出し続けることを特徴とす
る水温検出装置。
【請求項８】
　請求項６に記載の水温検出装置であって、
　前記光検出器は、前記光源が光を照射する毎に、光の検出を開始して終了することを特
徴とする水温検出装置。
【請求項９】
　請求項１から８までの何れか一項に記載の水温検出装置であって、
　船舶に搭載され、当該船舶の移動中に水温を検出することを特徴とする水温検出装置。
【請求項１０】
　光源によって照射された光の散乱光のうち、振動子が送信した音波が伝搬する領域を通
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過することで屈折した光である屈折光を少なくとも検出し、
　前記屈折光が検出される位置の変化に基づいて、前記振動子が送信した音波の伝搬速度
を算出し、
　算出した前記伝搬速度に基づいて水温を算出することを特徴とする水温検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として、水中の水温を検出する水温検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、水中の水温を計測して、例えば水深毎の水温を検出する水温検出装置が知ら
れている。以下の特許文献には、この種の水温検出装置が開示されている。
【０００３】
　特許文献１から６には、超音波式の水温検出装置が開示されている。超音波式の水温検
出装置は、例えば、離れて配置された送信用振動子と受信用振動子を備え、送信用振動子
が送信した超音波の反射波を受信用振動子で受信し、反射波を受信した方向と、送信用振
動子と受信用振動子の位置及び傾斜角と、を用いて超音波の伝搬速度を求め、水温を検出
する。
【０００４】
　特許文献７及び８には、超音波と光を用いた水温検出装置が開示されている。これらの
水温検出装置は、超音波を送信する振動子と、光を照射する光源と、光検出器と、を備え
る。光検出器は、光源から照射された光が超音波で反射した反射光を検出する。これによ
り、超音波の伝搬速度を求め、水温を検出する。なお、特許文献９には、水中に送信した
レーザ光の散乱光の周波数変位量に基づいて音速を算出し、水中の温度を算出する水温検
出装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭５８－２７０３４号公報
【特許文献２】特開昭５９－２２６８４２号公報
【特許文献３】特公昭６３－６５８９５号公報
【特許文献４】特開昭５６－５３４２８号公報
【特許文献５】米国特許第３３８８３７２号明細書
【特許文献６】米国特許第５４０２３９３号明細書
【特許文献７】特開昭６０－２１８０４０号公報
【特許文献８】特開昭６１－１１１４３１号公報
【特許文献９】特開昭６２－６９１３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、超音波式の水温検出装置は、送信用振動子と受信用振動子に高い取付精度が要
求される。送信用振動子と受信用振動子の取付位置又は取付向きの僅かな誤差が大きな水
温の誤差に繋がるため、実用化は非常に困難である。また、超音波と光を用いた水温検出
装置は、光が超音波で反射した反射光の強度が非常に低いため、実用化は非常に困難であ
る。
【０００７】
　従って、実際には、ワイヤに水温計及び記憶装置を接続し、当該ワイヤを水中に投下す
ることで水中の水温を検出している。しかし、この構成はワイヤに接続した水温計等を投
下して回収する必要があるため、非常に手間が掛かる。
【０００８】
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　本発明は以上の事情に鑑みてされたものであり、その主要な目的は、投下及び回収の手
間がなく、水中の水温を検出可能な新たな方式の水温検出装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び効果】
【０００９】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段とその効果を説明する。
【００１０】
　本発明の第１の観点によれば、以下の構成の水温検出装置が提供される。即ち、この水
温検出装置は、振動子と、光源と、光検出器と、伝搬速度算出部と、水温算出部と、を備
える。前記振動子は、水中へ音波を送信する。前記光源は、水中へ光を照射する。前記光
検出器は、前記光源によって照射された光の散乱光が、前記振動子によって送信された音
波が伝搬する領域を通過することで屈折した光である屈折光を少なくとも検出する。前記
伝搬速度算出部は、前記光検出器から検出結果が入力され、前記屈折光が検出される位置
の変化に基づいて、前記振動子が送信した音波の伝搬速度を算出する。前記水温算出部は
、前記伝搬速度算出部が算出した前記伝搬速度に基づいて水温を算出する。
【００１１】
　これにより、本発明の水温検出装置は、投下及び回収の手間がなく、超音波式のように
高い取付精度も要求されず、特許文献７及び８のように検出対象の光の強度も低すぎない
。従って、水中の水温を検出可能であって、現実的に使用可能な水温検出装置が実現でき
る。
【００１２】
　本発明の第２の観点によれば、光源によって照射された光の散乱光のうち、振動子が送
信した音波が伝搬する領域を通過することで屈折した光である屈折光を少なくとも検出し
、前記屈折光が検出される位置の変化に基づいて、前記振動子が送信した音波の伝搬速度
を算出し、算出した前記伝搬速度に基づいて水温を算出する水温検出方法が提供される。
【００１３】
　これにより、本発明の水温検出方法は、投下及び回収の手間がなく、超音波式のように
高い取付精度も要求されず、特許文献７及び８のように検出対象の光の強度も低すぎない
。従って、水中の水温を検出可能であって、現実的に使用可能な水温検出方法が実現でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る水温検出装置のブロック図。
【図２】超音波の伝搬に伴う光検出器の検出画像の変化を示す図。
【図３】水温検出装置の演算装置が行う処理を示すフローチャート。
【図４】光源、振動子、及び光検出器のタイミングチャート。
【図５】第１変形例に係る、超音波の伝搬に伴う光検出器の出力画像の変化を示す図。
【図６】第１変形例に係る、光源、振動子、及び光検出器のタイミングチャート。
【図７】第２変形例に係る水温検出装置及び第２水温検出装置のブロック図。
【図８】第３変形例に係る水温検出装置及び第３水温検出装置のブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。初めに、図１を参照して、水温検
出装置１の構成について説明する。図１は、水温検出装置１のブロック図である。
【００１６】
　水温検出装置１は、船舶に搭載されており、海、湖、又は川等の水深毎の水温を検出す
る。水温検出装置１は、船舶が移動中であっても停止中であっても水深毎の水温を検出可
能である。図１に示すように、水温検出装置１は、演算装置１０と、記憶装置２０と、光
源３１と、振動子３２と、光検出器３３と、を備える。
【００１７】



(5) JP 2017-181273 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

　演算装置１０は、伝搬速度算出部１１と、水温算出部１２と、タイミング制御部１３と
、光源制御部１５と、振動子制御部１６と、光検出器制御部１７と、を備える。演算装置
１０は、ＣＰＵ等で構成されており、ＲＯＭに記憶されたプログラムをＲＡＭに読み出し
て実行することで演算処理を行うことができる。演算装置１０は、ＣＰＵに限られず、Ｆ
ＰＧＡ又はＡＳＩＣ等により構成されていても良い。また、本実施形態では、１つのハー
ドウェアである演算装置１０により伝搬速度算出部１１から光検出器制御部１７が構成さ
れているが、２以上のハードウェアにより構成されていても良い。例えば、光源制御部１
５から光検出器制御部１７が個別のハードウェアで構成されていても良い。演算装置１０
の各部の機能については後述する。
【００１８】
　記憶装置２０は、フラッシュメモリ（フラッシュディスク及びメモリーカード等）、ハ
ードディスク、又は光ディスク等である。記憶装置２０は、水温検出装置１が検出した水
深毎の水温を記憶する。
【００１９】
　光源３１は、船底に取り付けられており、水中に光を照射する。光源３１は、発光ダイ
オード又はレーザ等で構成されている。光源３１が照射する光は指向性を有しており、基
本的には水中を直進する。ただし、光源３１が照射する光は、進行に応じてある程度は広
がっても良い。本実施形態では、光源３１が光を照射する方向は真下であるが、異なる方
向に光を照射する構成であっても良い。また、光源３１が照射する光の波長は任意であり
、可視光であっても良いし可視光以外であっても良いが、水によって減衰しにくい波長で
あることが好ましい。具体的には、ピークの波長が４００ｎｍから５５０ｎｍであること
が好ましい。光源３１の光の照射の有無の切替えは、光源制御部１５によって制御されて
いる。
【００２０】
　振動子３２は、船底に取り付けられており、水中に超音波を送信する。振動子３２が送
信する超音波は指向性を有しており、基本的には水中を直進する。ただし、振動子３２が
送信する超音波は、進行に応じて広がっても良い。本実施形態では、振動子３２が超音波
を送信する方向は真下であるが、異なる方向に超音波を送信する構成であっても良い。振
動子３２が送信する音波の周波数は任意であり、５０ｋＨｚから２００ｋＨｚの範囲の超
音波であっても良いし、それ以外の周波数の超音波であっても良いし、超音波以外の音波
であっても良い。振動子３２の超音波の送信の有無の切替えは、振動子制御部１６によっ
て制御されている。
【００２１】
　光検出器３３は、船底に取り付けられており、水中の光を検出する。光源３１、振動子
３２、及び光検出器３３は、所定方向に並べて配置されており、光源３１と光検出器３３
の間に振動子３２が配置されている。光検出器３３は、平面状に並べて配置されたフォト
ダイオード等から構成されている。なお、フォトダイオードは線状に（一列に並べて）配
置されていても良い。光検出器３３は、光源３１が配置された側の斜め下方の光の強度分
布を検出できるように配置されている。光検出器３３の設定は光検出器制御部１７によっ
て制御されている。
【００２２】
　次に、光検出器３３が検出する光について図２を参照して説明する。図２は、超音波の
伝搬に伴う光検出器３３の検出画像の変化を示す図である。図２には、船底に配置された
光源３１、振動子３２及び光検出器３３が模式的に示されている。光源３１の下方の太線
は、光源３１が照射する光である。振動子３２の下方の破線は超音波の経路であり、送信
されて下方に進む超音波（即ち超音波が伝搬する領域）が縞模様の楕円で示されている。
光検出器３３の破線は光検出器３３が光を検出可能な領域である。光検出器３３の右の画
像は、光検出器３３が検出した光を図示したものである。
【００２３】
　光源３１が照射した光は指向性を有しているため、この光は光検出器３３に直接的には
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入力されない。光源３１が照射した光は、光の波長より小さい物体（水等の分子）による
レイリー散乱と、光の波長以上の物体（プランクトン又は浮遊物等）によるミー散乱によ
り散乱する。これらの散乱による散乱光強度は、条件によって異なるが、特許文献７及び
８の超音波による光の反射光を検出する場合の散乱光強度よりも、数桁大きい。従って、
特殊な光源３１又は光検出器３３を用いることなく光源３１の散乱光を検出可能である。
従って、光検出器３３は、光源３１による光の照射中は、図２の時刻Ｔａに示すように直
線状の光を検出する。図２の検出画像の上下方向は水深に相当する。
【００２４】
　また、振動子３２が超音波を送信することで、光源３１が照射した光の散乱光は、この
超音波が伝搬する領域（図２の楕円の縞模様部分）を通過する。超音波は疎密波であるた
め、超音波が伝搬する領域では水の密度が変化する。また、水の密度が変化すると、当該
部分を伝わる光の速度も変化する。従って、光源３１が照射した光の散乱光は、超音波が
伝搬する領域を通過することで屈折するため、光検出器３３が検出する光にも乱れが生じ
る（時刻Ｔｂから時刻Ｔｄを参照）。なお、光源３１が照射した光が超音波の伝搬する領
域を通過することで屈折により乱れた光を「屈折光」と称する。従って、光源３１が光を
照射している間に振動子３２が超音波を送信した場合、光検出器３３が検出する屈折光の
位置は、超音波の伝搬に伴って水深の深い方へ移動する。
【００２５】
　次に、光検出器３３が検出した屈折光に基づいて、水深毎の水温を検出する処理につい
て図１から図３を参照して説明する。図３は、水温検出装置１の演算装置１０が行う処理
を示すフローチャートである。
【００２６】
　演算装置１０のタイミング制御部１３は、屈折光の位置変化が光検出器３３で検出でき
るように、光源３１、振動子３２、及び光検出器３３の動作タイミングを制御する（詳細
は後述）。これにより、水温検出装置１は、所定のタイミングで、光の照射、超音波の送
信、及び屈折光の検出を行う（Ｓ１０１、タイミング制御工程）。
【００２７】
　演算装置１０の伝搬速度算出部１１は、光検出器３３が検出した屈折光の検出位置の変
化に基づいて、振動子３２が送信した超音波の伝搬速度を算出する（Ｓ１０２、伝搬速度
算出工程）。具体的には、光検出器３３が検出した画像の上下方向（水深方向）の長さと
、振動子３２の下方の実際の長さと、は振動子３２と光検出器３３の配置及び光検出器３
３の設定（撮像範囲等）に基づいて求めることができる。従って、伝搬速度算出部１１は
、連続する複数の画像における屈折光の位置変化に基づいて、振動子３２が送信した超音
波の伝搬速度を算出することができる。
【００２８】
　また、光検出器３３は、超音波の伝搬速度を水深毎に検出する。具体的には、例えば水
深を所定の範囲に区切って、当該水深範囲毎に超音波の伝搬速度を算出する。なお、水深
毎の水温をプロットし、例えば最小二乗法等の近似法を用いて、連続的に変化する水深と
水温の対応関係を求めても良い。
【００２９】
　水温算出部１２は、伝搬速度算出部１１が算出した水深毎の超音波の伝搬速度に基づい
て、水深毎の水温を算出する（Ｓ１０３、水温算出工程）。水深に基づいて水温を算出す
る方法は、公知の方法がいくつか知られており、それらの方法により水温が算出される。
例えば、水温算出部１２は、Ｍａｃｋｅｎｚｉｅの音速式を用いて水温を算出する。Ｍａ
ｃｋｅｎｚｉｅの音速式とは、音速、水温、水深、及び塩分濃度の関係を示した式である
。
【００３０】
　水温算出部１２は、水深毎の水温を算出した後に、その算出結果を記憶装置２０に記憶
する（Ｓ１０４、水温記憶工程）。このとき、水温算出部１２は、図略のＧＰＳ受信機等
から得られる位置情報及び日時等と、水深毎の水温と、を対応付けて記憶しても良い。演
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算装置１０は、Ｓ１０１からＳ１０４の処理を連続して行う。これにより、船舶を移動さ
せながらこの処理を行うことで、自船の航跡の水深毎の水温を検出することができる。な
お、この情報は、図略の表示装置に表示しても良い。
【００３１】
　次に、水温検出装置１の動作のタイミングについて図４を参照して説明する。図４は、
光源３１、振動子３２、及び光検出器３３のタイミングチャートである。
【００３２】
　光源３１、振動子３２、及び光検出器３３は、タイミング制御部１３が生成した同期信
号を受信したタイミングに基づいて所定の動作を行う。具体的には、振動子３２は、同期
信号を受信したタイミングから僅かな時間が経過した後に超音波を１回送信する。光源３
１は、同期信号を受信したタイミングから僅かな時間が経過した後に、所定の時間間隔で
（具体的には図４のＴ０，Ｔ１，Ｔ２，・・Ｔｎに）、非常に短い時間だけ光を合計ｎ回
照射する。光検出器３３は、同期信号を受信したタイミングで光の検出を開始する。この
ように、光検出器３３の光の検出を、振動子３２及び光源３１より若干早くしたのは、光
検出器３３のシャッターが開く（露光が開始される）までの時間を考慮したためである。
【００３３】
　光検出器３３が屈折光を検出するのは、光源３１が光を照射しているタイミングのみで
ある。また、光源３１は所定の時間間隔で光を照射するが、光の照射毎に超音波が存在す
る位置が異なるため、屈折光が検出される位置も光の照射毎に変化する。光源３１は非常
に短い時間だけ光を照射するため、所定時間間隔で、超音波の位置がプロットされると考
えることができる。従って、光検出器３３は、光源３１がｎ回光を照射する間、露光を続
けるため、光検出器３３が出力する画像は、図４に示すように、所定の時間間隔における
超音波の位置変化を示す画像となる。この画像に基づいて、水深毎の超音波の伝搬速度を
算出することができる。
【００３４】
　なお、伝搬速度算出部１１は、Ｔ０からＴｎの一連の処理を１回行って超音波の伝搬速
度を検出しても良いが、これらの一連の処理を複数回行って、平均等をとることにより水
深毎の超音波の伝搬速度を検出しても良い。あるいは、初めにＴ０からＴ１までの処理を
複数回行ってＴ１における超音波の位置を正確に求め、次にＴ２についても同様の処理を
行い、これらの処理を所定の深度（所定の時間）まで行うことで、水深毎の超音波の伝搬
速度を検出しても良い。
【００３５】
　次に、図５及び図６を参照して、上記実施形態の第１変形例を説明する。図５は、第１
変形例に係る、超音波の伝搬に伴う光検出器３３の出力画像の変化を示す図である。図６
は、第１変形例に係る、光源３１、振動子３２、及び光検出器３３のタイミングチャート
である。なお、本変形例及び以下の変形例の説明においては、前述の実施形態と同一又は
類似の部材には図面に同一の符号を付し、説明を省略する場合がある。
【００３６】
　第１変形例では、振動子３２は、上記実施形態よりも広いビーム幅の超音波を送信する
（図５を参照）。このようにビーム幅が広い場合、水深方向の広範囲の散乱光が、超音波
が伝搬する領域を通過することとなる。従って、光検出器３３は、例えば図５の時刻Ｔｂ
に示すように、水深方向に長い屈折光を検出する。なお、ビーム幅を広くする代わりに、
超音波の送信時間を長くした場合であっても、同様の画像が検出される。
【００３７】
　このように屈折光が水深方向に長い場合、上記実施形態のタイミングで水温検出装置１
の各部が処理を行っても、屈折光同士が重なった画像が出力されるため、水深毎の超音波
の伝搬速度を算出することは困難である。
【００３８】
　以上を考慮して、第１変形例では図６に示すタイミングで水温検出装置１の各部が処理
を行う。振動子３２及び光源３１の動作は、基本的には上記実施形態と同じである。
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【００３９】
　また、第１変形例では、光検出器３３は、シャッターの切換え（露光の有無の切換え）
を高速で行うことが可能であり、露光時間が僅かでも高精度な画像が取得可能な構成であ
る。光検出器３３は、光源３１が光を照射する毎に短時間だけ露光を開始してすぐに露光
を終了する。
【００４０】
　これにより、所定の時間における屈折光の位置を取得できる。この処理を繰り返すこと
により、光検出器３３は、所定の時間毎の屈折光の位置を取得できる。これにより、伝搬
速度算出部１１は、例えば屈折光と散乱光の境界の位置が移動する速度に基づいて、水深
毎の超音波の伝搬速度を算出することができる。
【００４１】
　第１変形例の構成を採用することにより、振動子３２が送信する超音波のビーム幅や送
信長さを問わず、超音波の伝搬速度を算出することができる。従って、汎用性の高い水温
検出装置１が実現できる。
【００４２】
　これに対し、上記実施形態では、光検出器３３は光源３１が複数回光を照射する間、光
を検出し続ければ良いので、第１変形例のような高性能の光検出器３３が不要である。従
って、水温検出装置１のコストを下げることができる。
【００４３】
　なお、上記実施形態及び第１変形例では、振動子３２が超音波を１回送信する毎に、光
源３１が光を複数回照射する構成である。これに代えて、振動子３２が超音波を１回送信
する間に、光を１回だけ照射しても良い。具体的には、振動子３２の超音波の送信と同時
又はその前から、光源３１は光を照射し続ける。そして、光検出器３３は、所定の時間間
隔で複数の画像を取得する。これらの画像に基づいて、超音波の伝搬速度を算出すること
ができる。
【００４４】
　これにより、光源３１が光を常時照射する構成であっても良いため、光源３１の同期制
御が不要となる。ただし、この構成も、第１変形例と同様に高精度の光検出器３３が必要
となる。なお、光源３１、振動子３２、及び光検出器３３は、上記で説明した以外のタイ
ミングで処理を行っても良い。
【００４５】
　次に、図７を参照して、第２変形例を説明する。図７は、第２変形例に係る水温検出装
置１及び第２水温検出装置５０のブロック図である。
【００４６】
　上記実施形態では、水温検出装置１は、他の水温検出装置の検出結果を用いず、光検出
器３３の検出結果のみに基づいて水深毎の水温を算出している。この点、第２変形例では
、水温検出装置１は、外部に配置された第２水温検出装置５０が検出した水温を基準とし
て、水深毎の水温を算出する。
【００４７】
　第２水温検出装置５０は、検出素子を備え、当該検出素子に触れている水の温度を検出
する。従って、第２水温検出装置５０は、水温検出装置１のように実際に触れていない箇
所の水中の水温を検出できる装置ではない。
【００４８】
　第２水温検出装置５０は、水面又は水面近傍の所定の深度の水温を検出するように配置
される。第２水温検出装置５０が検出した水温は、演算装置１０（詳細には水温算出部１
２）に出力される。水温算出部１２は、超音波の伝搬速度に基づいて、水深に応じた水温
の変化量を検出する。水温算出部１２は、第２水温検出装置５０が検出した所定の水深の
水温を基準として、水深毎の変化量を適用することで、水深毎の水温を検出する。
【００４９】
　この構成により、第２水温検出装置５０によって水面又は水面近傍の温度を精度良く検
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出することができるので、より正確な水深毎の水温を検出することができる。
【００５０】
　次に、図８を参照して、第３変形例を説明する。図８は、第３変形例に係る水温検出装
置１及び第３水温検出装置６０のブロック図である。
【００５１】
　第３水温検出装置６０は、上述した超音波式の水温検出装置であり、水温検出装置１の
外部に配置されている。第３水温検出装置６０は、送信用振動子６１と、受信用振動子６
２と、制御装置６３と、を備える。第３水温検出装置６０は、送信用振動子６１が送信し
た超音波の反射波を受信用振動子６２で受信し、反射波を受信した方向と、送信用振動子
６１と受信用振動子６２の位置及び傾斜角と、を用いて超音波の伝搬速度を算出すること
で、水深毎の水温を検出する。第３水温検出装置６０は、水深毎の水温を検出して演算装
置１０へ出力する。
【００５２】
　上述のように第３水温検出装置６０は、送信用振動子６１及び受信用振動子６２の取付
位置及び取付向きの僅かな誤差が水温の大きな誤差に繋がる。演算装置１０は、第３水温
検出装置６０から受信した水深毎の水温と、自ら算出した水深毎の水温と、を比較するこ
とで、第３水温検出装置６０が検出した水深毎の水温の誤差を補正する。これにより、送
信用振動子６１及び受信用振動子６２の取付精度があまり高くない場合であっても、第３
水温検出装置６０により水深毎の水温を精度良く検出できる。
【００５３】
　ここで、水温検出装置１が検出する散乱光は、特許文献７及び８の超音波による光の反
射光よりも、散乱光強度が数桁大きいが、水深が非常に深い領域の水温を検出するために
は、光源３１が非常に強い光を照射する必要がある。この点、第３水温検出装置６０は、
光を使用していないため、水深が非常に深い場合であっても特別な機器を用いることなく
水温を検出可能である。
【００５４】
　以上を考慮し、第３変形例の水温検出装置１は、水深が浅い領域では、水温検出装置１
によって水深毎の水温を検出する。そして、水温検出装置１は、水深が深い領域では、第
３水温検出装置６０の検出値を補正することで、水深毎の水温を検出する。この構成によ
り、広い水深範囲にわたって水深毎の水温を検出できる。
【００５５】
　以上に本発明の好適な実施形態及び変形例を説明したが、上記の構成は例えば以下のよ
うに変更することができる。
【００５６】
　振動子３２は、魚群探知機が備える振動子と共用であっても良い。例えば、魚群探知機
に本実施形態の光源３１及び光検出器３３等を追加して、水温を検出可能な機能を追加で
きる。この場合、この魚群探知機は、本発明の水温検出装置に該当する。
【００５７】
　上記実施形態の水温検出装置１は、水深毎の水温を検出する構成であるが、所定の水深
の水温を検出する構成であっても良い。例えば、水温検出装置１は、ユーザが指定した水
深範囲の水温（つまり、１地点毎に１つの水温）を検出する。
【００５８】
　光源３１、振動子３２、及び光検出器３３は、直線状に並べて配置されていなくても良
い。例えば、光源３１が照射する光又は振動子３２が送信する超音波の形状又は方向によ
っては、直線状に配置することなく、本発明の効果を発揮させることができる。
【００５９】
　光源３１、振動子３２、及び光検出器３３は、船底以外（船の側面の喫水部分）に配置
されていても良い。また、水温検出装置１は、船以外（例えば、海上の固定物）に配置さ
れ、下方の水温を検出することもできる。
【符号の説明】
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【００６０】
　１　水温検出装置
　１０　演算装置
　１１　伝搬速度算出部
　１２　水温算出部
　１３　タイミング制御部
　３１　光源
　３２　振動子
　３３　光検出器

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(12) JP 2017-181273 A 2017.10.5

【図７】 【図８】
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